
令和 8 年度（2026年度）

姫路市資産税課償却資産担当

償却資産（固定資産税）
申告の手引き

〒670-8501

姫路市安田四丁目１番地

姫路市役所　資産税課

償却資産担当　行

※申告書等を郵送で提出される際に切り
　取り、封筒に貼ってご使用ください。

事業のために使用している資産

申告していただくことになっております

申告書の右上に申告書等送付番号が
印字されている方は、問い合わせの
際に番号をお伝えください。

申告書等送付番号控欄

姫路市イメージキャラクター

■　提出・お問い合わせ先　■

兵庫県姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所資産税課　償却資産担当

提出期限 は 令和8 年 2  月 2 日（月）です。
期限間近は大変混雑しますので、できるだけ1月16日（金）までにお願いします。



○　申告書の提出方法

償却資産の申告について
償却資産のあらまし
償却資産課税のしくみ
課税標準の特例

……P3
…………P4
………P8

国税との比較
不動産賃貸業を営まれている方へ

≪付録≫ 各資産の耐用年数
※マイナンバーの記載に係る本人確認について

償却資産申告書の書き方

○　申告書の提出期限

令和８年２月２日（月）です。

eLTAXをご利用にあたっての詳細は、地方税共同機構のホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。

お電話でのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスク
9:00～17:00（土・日・休祝日及び年末年始を除く）

～エルタックスご利用のご案内～

姫路市では、「eLTAX」（エルタックス）を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。

は

提出書類

注 意 点

提出書類

注 意 点

提出書類

注 意 点

提出書類

注 意 点

提出書類

注 意 点

令和８年1月1日現在 償却資産 を所有している個人または
法人

P１１

P１２

P１４

転出・廃業・解散・休業された方



償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、 減価償却額又は減価償却費が
損金又は必要な経費に算入されるもの

２.償却資産のあらまし
○　償却資産とは

償却資産として申告が必要な資産の具体例

資産の種類

１ 構　築　物

２ 機械・装置

３ 船 　　 舶

６ 工具・器具
　 及 び 備 品

４ 航　空　機

５ 車両・運搬具

固定資
産税上

税　務
会計上

申 告 が 必 要 な 資 産 例

（※2）

「家屋と償却資産の区分表」

○　建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

（1）　家屋と設備等の所有関係が同じ場合（自己所有の建物に設備等を取り付けた場合）

「家屋と償却資産の
区分表」

（2）　家屋と設備等の所有関係が異なる場合（テナント等が他人所有の建物に設備等を取り付けた場合）

（3）　家屋と償却資産の区分表

設備等の内容
家屋と設備等の所有関係

同じ場合
家屋 償却資産

異なる場合
家屋 償却資産

建物附
属設備
 （※1）



○　申告にあたり、注意が必要となるもの

簿 外 資 産

申告の対象

○　所有権留保付売買（割賦販売など）について

原則として買主の方が申告

○　リース資産について

1

償 却 済 資 産

遊休・未稼働資産

資 本 的 支 出

リース契約の内容 償却資産の申告が必要な方

建設仮勘定の資産

大型特殊自動車

貸 付 資 産

減価償却を行って
い な い 資 産

個別に減価償却
を行っているもの。少額の減価償却資産

即 時 償 却 資 産

無形減価償却資産

繰 延 資 産

棚 卸 資 産

自動車税または
軽自動車税の課税
対象となるもの

少額である資産その
他政令で定める資産

○　申告の必要がない資産

少額減価償却資産の取扱いについて

租税特別措置法の規定により、中小企業者等の特例を適用して損金（必要経費）に
算入した資産 個別に減価償却している
資産 申告の対象となります

（ （



『固定資産評価基準』別表第15より作成

r：耐用年数に応ずる減価率（以下の表を参照）

取 得 価 額×（ 1 　  ） 前 年 度 評 価 額×（ 1 ̶ r ）

前年中に取得した資産の評価額 前年前に取得した資産の評価額
r

１　課税標準額の計算

２　税額の計算  ⇒

３　令和８年度　税額の計算例

評価額の合計 ＝ 決定価格 ＝ 課税標準額（特例資産がない場合）

６８,２００円（税額）

課税標準額（1,000円未満切り捨て）  ×  税率（1.4％）  ＝  税額（100円未満切り捨て）

資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率 合　計令和７年度  評価額



償却資産担当（ ）

※注意点

特例適用資産（一部抜粋）
適用条項 特例率対 象 施 設 ・ 設 備 等

項
2
第地方税

法附則
第15条

第
5
項

地方税
法第3
4 9 条
の3

旧法附則
第15条第44項

地方税法附則
第15条第43項

詳しくは、資産税課のホームページをご覧ください。
①、②は資産税課のホームページからダウンロードしていただくか、
償却資産担当(０７９-２２１-２２７３)までご請求ください。
※資産税課のホームページ（https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000693.html）

届出または承認申請書の写し

１　国税（所得税・法人税など）との比較表

２　耐用年数の短縮または増加償却を適用した資産

償 却 計 算 の 期 間 　暦年（賦課期日制度）

　半年償却（1/2）

　認められません。

　認められません。

　認められます。

　取得価額の５％

　認められます。（申告の必要
はありません。）

　認められません。（申告して
ください。）・・・P6参照

　区分評価（改良を加えられた
資産と改良費を区分して評価し
ます。）

減 価 償 却 の 方 法

前年中の新規取得資産

評価額の最低限度額

改 良 費

圧 縮 記 帳

一 括 償 却

特別償却・割増償却
（租税特別措置法）

即 時 償 却
（租税特別措置法）

増 加 償 却
（ 所 得 税・法 人 税 ）

項 目 国 税 の 取 り 扱 い 固定資産税の取り扱い

定率法のみ

◆

◆



例図1：

例図2：
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８

「姫路市　償却資産申告書」で検索！

19

17

85 9
右づめで

　※増減申告の場合、この欄の合計額は
種類別明細書（減少資産用）の取得
価額の合計額と同じです。

　※増減申告の場合、この欄の合計額は
種類別明細書（増加資産用）の取得
価額の合計額と同じです。

10～16　それぞれ該当する方に□
を付けてください。
　（わからない場合は空欄にして
おいてください。）

18　借用資産の有無について、該
当する方に□を付けてください。
　※借用資産がある場合には貸主の
名称などを記入してください。

12345678901

ヒメジ   シ  ホンマチ  

ヒメジシ 

いて該当する方に□を付けてく
ださい。

につ

昭和     年   月

　公簿上の住所が１欄と異なる場合は、
その住所を記入してください。
2

3-1

3-2

3-3

20　前年中に資産の増減がない場合は「資産に増減なし」に□を付けてください。
21　該当資産がない場合は「該当資産なし」に□を付けてください。
23　

24　

転出、廃業、解散などがあった場合、その年月日を記入してください。
休業の場合は「その他｣に休業の旨及びその年月日を記入してください。

① 資産の相続があった場合、相続人又は被相続人（※）の氏名・住所・電話番号・相続年月日
② 法人の合併があった場合、合併法人又は被合併法人（※）の名称・本店所在地・合併年月日
③　添付書類の名称
④　その他、申告について参考となる事項
※ 左上の所有者欄（１～３）と異なる方

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000693.html
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4～7 あらまし

「姫路市　償却資産申告書」で検索！
令和７

数量

　記入する必要はありません。
　１月１日取得の場合は
｢○｣を記入してください。 ※電算処理により、全資産申告さ

れる場合は記入してください。

令和８

　資産の名称は２０字以内で
記入してください。

舗装路面
鉄筋
真空冷却機

機
真空冷却機Ver.Ⅱ

遮音塀

令和８

　該当する増加事由の番号を

記入してください。

　資産を取得した年号および年月を記入し
てください。
※年号　昭和・・・３
　　　　平成・・・４（平成３１年４月３０日以前）
　　　　令和・・・５（令和元年５月１日以降）

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000693.html
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「姫路市　償却資産申告書」で検索！

　減少した資産について『償

却資産種類別明細書』から資

産の種類（数字のみ転記）、

物件番号および資産の名称

を転記してください。

※物件番号は右詰めで記入

　してください。

該当する区分の番号を記入

してください。
全部減少・・・１
一部減少・・・２
修正・・・・・３

　資産一覧表より取得した
年号および年月を転記して
ください。
※年号

　次のような事項を記入
してください。
①今までの申告で減少
申告もれがある場合
は、次のように記入して
ください。

（例）「令和６.６　除却」

②資産の一部が減少し
た場合は、次のように
記入してください。

（例）
「当初取得価額501,000円
（数量5）のうち100,200円
（数量1）分が減少」

③その他、資産が減少し
たことについて、必要
な事項を記入してくだ
さい。

令和８令和７

令 和 ５

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000693.html

令和８

『償却資産種類別明細書』
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の例示



（例示）



マイナンバーの記載に係る本人確認について

　記入漏れや不備があった場合、確認の電話をさせていただきます。適正な申告処理のため、
ご協力お願いいたします。

償却資産申告書提出前のチェックリスト！

②本人の代理人が申告書を提出する場合

本人の番号確認資料 代理権確認資料代理人の身元確認資料

①本人が申告書を提出する場合

番号確認資料 身元確認資料

１．本人確認資料の添付について
個人番号が記載された申告書をご提出いただく場合、

以下の資料をご用意いただくようお願いします。

24


